
１ 委託業務の名称 

  異業種交流会型企業間連携出会い創出事業 

 

２ 委託業務の目的 

本事業は、本県の結婚支援施策の一環として、県内の民間企業、行政機関等に勤める

独身の社会人のための自然な出会いの場を提供するものである。 

事業の推進においては、連携する民間企業、行政機関等が対象者に案内しやすいもの

であり、かつ参加する者にとっても、ハラスメント等のストレスを感じることなく参加

できるイベントとして、セミナー付き異業種交流会を開催し、多様な出会いの場を創出

する。 

 

３ 予算上限額 

  ６，４９９，９９９円（消費税及び地方消費税込み） 

 

４ 委託期間 

  契約締結の日から令和８年３月３１日まで 

 

５ 委託業務の内容 

  趣旨に賛同する県内の民間企業、行政機関等に勤める独身の社会人が参加しやすい 

出会いの場として、異業種交流会を開催する。 

  【想定 KPI】 

実施回数 

計４回以上実施 

※実施に当たっては地域バランスを考慮すること。 

１回あたりの異業種交流会等の規模感 

３０名～５０名（男女比はおおむね半数ずつとする） 

  

 本事業の具体的な業務内容は以下のとおり。 

（１）異業種交流会の実施計画、全体スケジュールの作成 

（２）異業種交流会の企画・設計 

   （本事業で想定している異業種交流会） 

 ・セミナーと交流会の２部制を想定。 

 ・セミナー内容については、ビジネスシーンで活用できるスキルアップセミナー、 

対人関係を円滑にするコミュニケーション力向上に資するセミナー、人生のライ

フプランと向き合い主体的に意思決定できる力を養うライフデザインセミナーな

ど、社会人として求められる普遍的な内容をテーマとし、民間企業や行政機関等

から多くの参加者が得られる内容とする。 

 ・交流会については、単なる飲食で終わらないよう留意し、参加者同士の交流が

生まれる内容を盛り込むなど、本事業のねらいである出会いの場の創出を意識

した仕掛けを取り入れる。 

    ・異業種交流会の実施以降も、参加者が自主的に交流できるように、連絡先の 

交換等のマッチング要素についても取り入れる。 

  （３）上記（２）で企画・設計した異業種交流会の周知・募集 

（４）上記（２）で企画・設計した異業種交流会の実施・運営 

（５）企業・参加者アンケートの実施 

（６）ＷＥＢ開催レポートの作成、さらなる参加者獲得に向けた情報発信 

 

 

異業種交流会型企業間連携出会い創出事業に係る 

企画プロポーザル提案用仕様書 

 



６ 提案いただきたい業務内容 

  上記「５ 委託業務の内容」に示した業務内容全般に係る業務の進め方、手法等につ

いて提案するほか、以下については特に具体的に提案すること。 

（１）異業種交流会の企画・設計・実施・運営について 

実施可能な異業種交流会等の例を３つ以上提案すること。 

提案に当たっては以下の点に留意して具体的に提案すること。 

【想定している参加者層】 

 入社から一定期間が経過し、仕事にもだいぶ慣れ、自身のプライベートの充実に

も目を向ける余裕が生まれてきた独身の若手社員～中堅職員を想定。 

  

【留意点】 

「５ 委託業務の内容（２）異業種交流会の企画・設計」に示した異業種交流会

の内容を踏まえた企画とすること。 

 

（２）異業種交流会の周知・募集 

   本事業を県内の民間企業、行政機関等に広く周知し、参加者を募集するための効果

的な手法を提案すること（チラシ、新聞広告、業界紙・雑誌広告、SNS、ダイレクト

メール等）。 

   また、本事業の参加者は独身の社会人に限る取組となることから、その事業周知に

おいては結婚施策の一環であることが明確に伝わり、参加者が取組の意図をくみ取れ

るよう表現等に留意すること。 

 

（３）ＷＥＢ開催レポートの作成、さらなる参加者獲得に向けた情報発信 

 各回実施後はその開催レポートをＷＥＢでまとめ、情報発信を行うことを想定して

いる。 

 情報発信においては、本事業に参加したことがない企業や参加者が、参加する際の具

体的なイメージを持つことができるよう、開催レポートの写真や、構成等意識する必要

がある。 

 上記を踏まえ、開催レポートのイメージ、ＷＥＢ媒体の選定など、県内の民間企業、 

行政機関等に訴求していくかの情報発信の仕方を具体的に提案すること。 

 

８ 成果品 

（１）業務実績報告書（事業実施に関する経過・成果のとりまとめ等） 

（２）事業過程で製作した周知チラシ、アンケート結果等一式 

（３）その他、福島県が指示するもの 

 

９ 統括責任者 

受託者は、本業務に当たって十分な経験を有する者を統括責任者として定めなければ

ならない。 

 

１０ その他 

（１） 成果品一式の著作権及び所有権は、正当な手続きにより使用又は借用した第三者の

ものを除き、福島県に帰属するものとする。 

（２） 本仕様書に基づく作業に関し、第三者との間に著作権に係る権利侵害の紛争等が生

じた場合は、当該紛争の原因がもっぱら本県の責に帰す場合を除き、受託者の責任、

負担において一切を処理することとする。 

（３） 本業務の遂行にあたり、受託者は業務上知り得た事項を第三者に漏洩しないよう十

分注意することとする。 



（４） 本仕様書に定めのない事項及び本仕様書に定める内容について疑義が生じたとき

は、福島県と受託者が協議の上、定めることとする。 

ただし、明示のない事項にあっても、社会通念上当然必要と思われるものについて

は本業務に含まれるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（参考 本事業の設計にあたり参考とした他県の事例） 

 表面 

 

 

 

 

 



裏面 

 


